
 岩手県知事部局行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月30日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第41号 

   岩手県知事部局行政組織規則の一部を改正する規則 

 岩手県知事部局行政組織規則（平成13年岩手県規則第46号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

目次 目次 

 第１章 ［略］  第１章 ［略］ 

 第２章 本庁  第２章 本庁 

  第１節 部局等（第５条－第13条の３）   第１節 部局等（第５条－第13条の２） 

  第２節 ［略］   第２節 ［略］ 

 第３章 出先機関  第３章 出先機関 

  第１節・第２節 ［略］   第１節・第２節 ［略］ 

  第３節 広域振興局以外の出先機関   第３節 広域振興局以外の出先機関 

   第１款 総務部に属する出先機関（第29条－第31条）    第１款 総務部に属する出先機関（第29条・第30条） 

       第２款 復興防災部に属する出先機関（第31条－第31条の３） 

   第２款 ふるさと振興部に属する出先機関（第31条の２）    第３款 ふるさと振興部に属する出先機関（第31条の４） 

   第３款 ［略］    第４款 ［略］ 

   第４款 ［略］    第５款 ［略］ 

   第５款 ［略］    第６款 ［略］ 

   第６款 ［略］    第７款 ［略］ 

   第７款 ［略］    第８款 ［略］ 

   第８款 復興局に属する出先機関（第74条の２・第74条の３）  

  第４節 ［略］   第４節 ［略］ 

 第４章～第６章 ［略］  第４章～第６章 ［略］ 

 附則  附則 

 （部局等）  （部局等） 

第５条 部局等は、次のとおりである。 第５条 部局等は、次のとおりである。 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

  (３) 復興防災部 

 (３) ［略］  (４) ［略］ 

 (４) ［略］  (５) ［略］ 

 (５) ［略］  (６) ［略］ 

 (６) ［略］  (７) ［略］ 

 (７) ［略］  (８) ［略］ 

 (８) ［略］  (９) ［略］ 

 (９) ［略］  (10) ［略］ 

 (10) 復興局   

 (11) ［略］  (11) ［略］ 

 （総務部の分課等及びその分掌事務）  （総務部の分課等及びその分掌事務） 

第７条 総務部に次の室、課及び所（以下この条において「室課等」という。）を置く。 第７条 総務部に次の室、課及び所（以下この条において「室課等」という。）を置く。 

 (１)～(６) ［略］  (１)～(６) ［略］ 

 (７) 総合防災室   

 (８) ［略］  (７) ［略］ 

２ 総務室の分掌事務は、次のとおりとする。 ２ 総務室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 管理担当の分掌事務  管理担当の分掌事務 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 (４) 東京事務所及び消防学校に関すること。  (４) 東京事務所に関すること。 

 (５)・(６) ［略］  (５)・(６) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

３ 人事課の分掌事務は、次のとおりとする。 ３ 人事課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 給与人事担当の分掌事務  給与人事担当の分掌事務 

 (１) 人事管理に関する制度の企画に関すること。  (１) 人事管理に関する制度の企画に関すること（職員育成担当の主管に属するものを除く

。）。 

 (２)～(９) ［略］  (２)～(９) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 職員育成担当の分掌事務  職員育成担当の分掌事務 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

  (２) 人事管理に関する制度の企画に関すること。 



４ ［略］ ４ ［略］ 

５ 行政経営推進課の分掌事務は、次のとおりとする。 ５ 行政経営推進課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 経営推進担当の分掌事務  経営推進担当の分掌事務 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

  行政情報化担当の分掌事務 

  (１) 行政情報化の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。 

 公益法人担当の分掌事務  公益法人担当の分掌事務 

 (１)～(５) ［略］  (１)～(５) ［略］ 

６・７ ［略］ ６・７ ［略］ 

８ 総合防災室の分掌事務は、次のとおりとする。  

 防災危機管理担当の分掌事務  

 (１) 防災施策の総合的な企画及び調整に関すること。  

 (２) 減災目標及び地域防災力強化に関すること。  

 (３) 防災思想の普及に関すること。  

 (４) 自主防災組織の育成に関すること。  

 (５) 自衛官募集に関すること。  

 (６) 陸上自衛隊に対する土木工事の委託の申出に関すること。  

 (７) 防災対策の総合調整に関すること。  

 (８) 気象情報の収集及び伝達に関すること。  

 (９) 災害救助法（平成22年法律第118号）の適用に関すること。  

 (10) 自衛隊の災害派遣要請に関すること。  

 (11) 火山現象に係る災害に関する事務の総合調整に関すること。  

 (12) 危機管理の総合調整に関すること。  

 (13) 日米地位協定に基づく事務に関すること。  

 (14) 国民保護の総合調整に関すること。  

 (15) 防災通信設備の管理及び運営に関すること。  

 (16) 災害対策本部、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。  

 (17) 防災会議、石油コンビナート等防災本部及び国民保護協議会に関すること。  

 防災消防担当の分掌事務  

 (１) 消防防災統計に関すること。  

 (２) 室内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章（紺綬褒章を除く。）に関すること。  

 (３) 消防職員及び消防団員の教養訓練に関すること。  

 (４) 消防施設等の強化拡充の指導及び助成に関すること。  

 (５) 消防表彰に関すること。  

 (６) 救急及び救助に係る業務の指導に関すること。  

 (７) 火災予防に関すること。  

 (８) 危険物取扱者及び消防設備士に関すること。  

 (９) 岩手県立総合防災センターの管理に関すること。  

 (10) 石油コンビナート等に係る防災対策に関すること。  

 (11) 火薬類の取締りに関すること。  

 (12) 猟銃等の製造及び販売の許可に関すること。  

 (13) 高圧ガスの保安に関すること。  

 (14) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。  

 (15) ガス用品の販売の事業に関すること。  

 (16) 電気工事業の業務の適正化及び電気工事士に関すること。  

 (17) 電気用品の安全に関すること。  

 防災航空担当の分掌事務  

 (１) 防災ヘリコプターに関すること。  

９ 総合防災室に防災航空隊を置く。  

10 総務事務センターの分掌事務は、次のとおりとする。 ８ 総務事務センターの分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 給与旅費担当の分掌事務  給与認定担当の分掌事務 

 (１)～(13) ［略］  (１)～(13) ［略］ 

  （復興防災部の分課及びその分掌事務） 

 第７条の２ 復興防災部に次の室及び課を置く。 

  (１) 復興危機管理室 

  (２) 復興推進課 

  (３) 復興くらし再建課 

  (４) 防災課 

  (５) 消防安全課 



 ２ 復興危機管理室の分掌事務は、次のとおりとする。 

  企画担当及び管理担当の分掌事務 

  (１) 部の総括に関すること。 

   (２) 部内各室及び課（以下「各課等」という。）の連絡に関すること。 

  (３) 部内他課の主管に属しないこと。 

  企画担当の分掌事務 

  (１) 復興及び防災等の危機管理に係る施策の総合的な企画及び調整並びに推進に関するこ

と（他課等の主管に属するものを除く。）。 

  (２) 部内の予算に関すること。 

  管理担当の分掌事務 

  (１) 部内の事務管理、人事、経理及び物品の管理に関すること。 

  (２) 東日本大震災津波伝承館及び消防学校に関すること。 

  放射線影響対策担当の分掌事務 

  (１) 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波（以下「東日本大震災津波」という。）に伴

う原子力発電所の事故による放射性物質影響対策の総合的な企画及び調整に関すること（

他課等の主管に属するものを除く。）。 

  (２) 東日本大震災津波に伴う原子力発電所の事故に係る損害賠償請求及びその総合的な調

整に関すること。 

 ３ 復興推進課の分掌事務は、次のとおりとする。 

  推進担当の分掌事務 

  (１) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る施策の総合的な調整及び推進に関する

こと。 

  (２) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る計画の進行管理に関すること。 

  (３) 東日本大震災津波の被災地におけるまちづくりに関する企画及び調整に関すること（

他課等の主管に属するものを除く。）。 

  (４) いわての学び希望基金に関すること。 

  伝承・発信担当の分掌事務 

  (１) 東日本大震災津波の教訓の伝承に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）

。 

  (２) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る情報発信及び県民運動に関すること（

他課等の主管に属するものを除く。）。 

 ４ 復興くらし再建課の分掌事務は、次のとおりとする。 

  被災者生活再建担当の分掌事務 

  (１) 災害救助及び被災者の生活再建の支援に関すること（他課等の主管に属するものを除

く。）。 

  (２) 避難行動要支援者に係る避難支援等の実施の促進に関すること（他課等の主管に属す

るものを除く。）。 

  産業再生担当の分掌事務 

  (１) 農林水産業の復興に係る施策の企画及び調整に関すること（他課等の主管に属するも

のを除く。）。 

  (２) ものづくり産業、観光産業等の復興に係る施策の企画及び調整に関すること（他課等

の主管に属するものを除く。）。 

 ５ 防災課の分掌事務は、次のとおりとする。 

  防災危機管理担当の分掌事務 

  (１) 防災施策の総合的な企画及び調整に関すること（復興危機管理室の主管に属するもの

を除く。）。 

  (２) 減災目標及び地域防災力強化に関すること。 

  (３) 防災思想の普及に関すること。 

  (４) 自主防災組織の育成に関すること。 

  (５) 自衛官募集に関すること。 

  (６) 陸上自衛隊に対する土木工事の委託の申出に関すること。 

  (７) 防災対策の総合調整に関すること（復興危機管理室の主管に属するものを除く。）。 

  (８) 気象情報の収集及び伝達に関すること。 

  (９) 災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用に関すること。 

  (10) 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

  (11) 火山現象に係る災害に関する事務の総合調整に関すること。 

  (12) 危機管理の調整に関すること（復興危機管理室の主管に属するものを除く。）。 

  (13) 日米地位協定に基づく事務に関すること。 

  (14) 国民保護の総合調整に関すること。 

  (15) 防災通信設備の管理及び運営に関すること。 



  (16) 災害対策本部、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。 

  (17) 防災会議、石油コンビナート等防災本部及び国民保護協議会に関すること。 

 ６ 消防安全課の分掌事務は、次のとおりとする。 

  消防担当の分掌事務 

  (１) 消防防災統計に関すること。 

  (２) 課内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章（紺綬褒章を除く。）に関すること。 

  (３) 消防職員及び消防団員の教養訓練に関すること。 

  (４) 消防施設等の強化拡充の指導及び助成に関すること。 

  (５) 消防表彰に関すること。 

  (６) 救急及び救助に係る業務の指導に関すること。 

  (７) 火災予防に関すること。 

  (８) 危険物取扱者及び消防設備士に関すること。 

  (９) 岩手県立総合防災センターの管理に関すること。 

  (10) 石油コンビナート等に係る防災対策に関すること。 

  (11) 火薬類の取締りに関すること。 

  (12) 猟銃等の製造及び販売の許可に関すること。 

  (13) 高圧ガスの保安に関すること。 

  (14) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。 

  (15) ガス用品の販売の事業に関すること。 

  (16) 電気工事業の業務の適正化及び電気工事士に関すること。 

  (17) 電気用品の安全に関すること。 

  防災航空担当の分掌事務 

  (１) 防災ヘリコプターに関すること。 

  県民安全担当の分掌事務 

  (１) 犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する企画及び調整並びに推進に関すること。 

  (２) 交通安全対策に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。 

  (３) 交通安全を目的とする事業を行う団体に関すること。 

  (４) 交通安全対策会議に関すること。 

 ７ 消防安全課に防災航空隊を置く。 

 （ふるさと振興部の分課及びその分掌事務）  （ふるさと振興部の分課及びその分掌事務） 

第８条 ふるさと振興部に次の室及び課を置く。 第８条 ふるさと振興部に次の室及び課を置く。 

 (１)～(９) ［略］  (１)～(９) ［略］ 

 (10) 台風災害復旧復興推進室  

２ ふるさと振興企画室の分掌事務は、次のとおりとする。 ２ ふるさと振興企画室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 企画担当及び管理担当の分掌事務  企画担当及び管理担当の分掌事務 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

 (３) 部内各室及び課（以下「各課等」という。）の連絡に関すること。  (３) 部内各課等の連絡に関すること。 

 (４) ［略］  (４) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

３～７ ［略］ ３～７ ［略］ 

８ 国際室の分掌事務は、次のとおりとする。 ８ 国際室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 国際担当の分掌事務  国際企画担当の分掌事務 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

９ ［略］ ９ ［略］ 

10 科学・情報政策室の分掌事務は、次のとおりとする。 10 科学・情報政策室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 地域情報化担当の分掌事務  情報化推進担当の分掌事務 

 (１) 地域情報化の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。  (１) 情報化の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること（他課等の主管に属するもの

を除く。）。 

  (２) デジタルトランスフォーメーションの推進の総括に関すること。 

 行政情報化担当の分掌事務  

 (１) 行政情報化の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。  

11 台風災害復旧復興推進室の分掌事務は、次のとおりとする。  

 台風災害復旧復興推進担当の分掌事務  

 (１) 平成28年台風第10号及び令和元年台風第19号による災害からの復旧及び復興に係る施

策の総合的な調整及び推進に関すること。 

 

 （文化スポーツ部の分課及びその分掌事務）  （文化スポーツ部の分課及びその分掌事務） 

第８条の２ ［略］ 第８条の２ ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 



４ スポーツ振興課の分掌事務は、次のとおりとする。 ４ スポーツ振興課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 競技スポーツ担当の分掌事務  競技スポーツ担当の分掌事務 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

  冬季国体・マスターズ推進担当の分掌事務 

  (１) 令和５年特別国民体育大会冬季大会スキー競技会に関すること（他課等の主管に属す

るものを除く。）。 

  (２) 日本スポーツマスターズ2022に関すること。 

５ ［略］ ５ ［略］ 

 （環境生活部の分課及びその分掌事務）  （環境生活部の分課及びその分掌事務） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２ 環境生活企画室の分掌事務は、次のとおりとする。 ２ 環境生活企画室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 温暖化・エネルギー対策担当の分掌事務  温暖化・エネルギー対策担当の分掌事務 

 (１)～(７) ［略］  (１)～(７) ［略］ 

 放射線影響対策担当の分掌事務  

 (１) 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波（以下「東日本大震災津波」という。）に伴

う原子力発電所の事故による放射性物質影響対策の総合的な企画及び調整に関すること（

他課等の主管に属するものを除く。）。 

 

 (２) 東日本大震災津波に伴う原子力発電所の事故に係る損害賠償請求及びその総合的な調

整に関すること。 

 

 ジオパーク推進担当の分掌事務  ジオパーク推進担当の分掌事務 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

６ 県民くらしの安全課の分掌事務は、次のとおりとする。 ６ 県民くらしの安全課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 水道広域連携担当の分掌事務  水道広域連携担当の分掌事務 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 県民生活安全担当の分掌事務  

 (１) 犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する企画及び調整並びに推進に関すること。  

 (２) 交通安全対策に関すること。  

 (３) 交通安全を目的とする事業を行う団体に関すること。  

 (４) 前２号に掲げるもののほか、交通安全対策に関すること（他課等の主管に属するもの

を除く。）。 

 

 (５) 交通安全対策会議に関すること。  

 消費生活担当の分掌事務  消費生活担当の分掌事務 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

７・８ ［略］ ７・８ ［略］ 

 （保健福祉部の分課及びその分掌事務）  （保健福祉部の分課及びその分掌事務） 

第10条 ［略］ 第10条 ［略］ 

２ 保健福祉企画室の分掌事務は、次のとおりとする。 ２ 保健福祉企画室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 管理担当の分掌事務  管理担当の分掌事務 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

 新型コロナウイルス感染症対策担当の分掌事務   

 (１) 新型コロナウイルス感染症対策に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）

。 

 

３ 健康国保課の分掌事務は、次のとおりとする。 ３ 健康国保課の分掌事務は、次のとおりとする。 

  医療情報担当の分掌事務 

  (１) 医療情報の活用等に関すること。 

 健康予防担当の分掌事務  健康予防担当の分掌事務 

 (１) 健康づくりに関すること。  (１) 健康づくりに関すること（地域保健対策担当の主管に属するものを除く。）。 

 (２) ［略］  (２) ［略］ 

 (３) 保健師に関すること（医療政策室の主管に属するものを除く。）。  

 (４) ［略］  (３) ［略］ 

 (５) ［略］  (４) ［略］ 

 (６) ［略］  (５) ［略］ 

 (７) ［略］  (６) ［略］ 

 (８) ［略］  (７) ［略］ 

 (９) ［略］  (８) ［略］ 



 (10) ［略］  (９) ［略］ 

 (11) ［略］  (10) ［略］ 

 薬務担当の分掌事務  薬務担当の分掌事務 

 (１)～(６) ［略］  (１)～(６) ［略］ 

  (７) 薬事審議会に関すること。 

 国保担当の分掌事務  国保担当の分掌事務 

 (１)～(７) ［略］  (１)～(７) ［略］ 

  地域保健対策担当の分掌事務 

  (１) 健康づくりに関すること。 

  (２) 保健師に関すること（医療政策室の主管に属するものを除く。）。 

４ 地域福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。 ４ 地域福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 生活福祉担当の分掌事務  生活福祉担当の分掌事務 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 (４) 災害救助及び被災者生活再建支援に関すること（他課等の主管に属するものを除く。

）。 

 

 (５) ［略］  (４) ［略］ 

 (６) ［略］  (５) ［略］ 

 (７) ［略］  (６) ［略］ 

 (８) ［略］  (７) ［略］ 

 (９) ［略］  (８) ［略］ 

 (10) ［略］  (９) ［略］ 

 (11) ［略］  (10) ［略］ 

 (12) ［略］  (11) ［略］ 

 (13) ［略］  (12) ［略］ 

 指導生保担当の分掌事務  指導生保担当の分掌事務 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

  地域共生社会推進担当の分掌事務 

  (１) 地域共生社会に関する企画及び調整並びに推進に関すること。 

５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 

７ 医療政策室の分掌事務は、次のとおりとする。 ７ 医療政策室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 医療政策担当の分掌事務  医療政策担当の分掌事務 

 (１)～(５) ［略］  (１)～(５) ［略］ 

 医療情報担当の分掌事務   

 (１) 医療情報の活用等に関すること。   

 医務担当の分掌事務  医務担当の分掌事務 

 (１)～(13) ［略］  (１)～(13) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 感染症担当の分掌事務  感染症担当の分掌事務 

   (１) 新型コロナウイルス感染症対策に関すること（ワクチン接種担当及び他課等の主管に

属するものを除く。）。 

 (１) ［略］  (２) ［略］ 

 (２) ［略］  (３) ［略］ 

 (３) ［略］  (４) ［略］ 

 (４) ［略］  (５) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

８ ［略］ ８ ［略］ 

 （農林水産部の分課及びその分掌事務）  （農林水産部の分課及びその分掌事務） 

第12条 ［略］ 第12条 ［略］ 

２ 農林水産企画室の分掌事務は、次のとおりとする。 ２ 農林水産企画室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 管理担当の分掌事務  管理担当の分掌事務 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 復興推進担当の分掌事務  

 (１) 農林水産業の復興に向けた施策の推進に関すること。  

３～17 ［略］ ３～17 ［略］ 

 （県土整備部の分課及びその分掌事務）  （県土整備部の分課及びその分掌事務） 

第13条 ［略］ 第13条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 建設技術振興課の分掌事務は、次のとおりとする。 ３ 建設技術振興課の分掌事務は、次のとおりとする。 



 建設業振興担当の分掌事務  建設業振興担当の分掌事務 

 (１)～(９) ［略］  (１)～(９) ［略］ 

 (10) 建設関連業務の委託契約の制度に関すること（建築関係建設コンサルタント業務以外

の委託契約に係るものにあっては、他部局等の主管に属するものを除き、広域振興局並び

に第３章第３節第６款及び第７款に規定する出先機関の実施分を含む。）。 

 (10) 建設関連業務の委託契約の制度に関すること（建築関係建設コンサルタント業務以外

の委託契約に係るものにあっては、他部局等の主管に属するものを除き、広域振興局並び

に第３章第３節第７款及び第８款に規定する出先機関の実施分を含む。）。 

 (11)～(13) ［略］  (11)～(13) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

６ 河川課の分掌事務は、次のとおりとする。 ６ 河川課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 河川海岸担当の分掌事務  河川海岸担当の分掌事務 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

 (３) 水防に関すること。  

 河川開発担当の分掌事務  流域治水担当の分掌事務 

 (１) 河川総合開発事業の企画に関すること。  (１) 流域治水に関すること。 

  (２) 水防に関すること。 

 (２) ［略］  (３) ［略］ 

  (４) 河川総合開発事業の企画に関すること。 

 (３) ［略］  (５) ［略］ 

７ ［略］ ７ ［略］ 

８ 都市計画課の分掌事務は、次のとおりとする。 ８ 都市計画課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 まちづくり担当の分掌事務  景観まちづくり担当の分掌事務 

 (１)～(６) ［略］  (１)～(６) ［略］ 

９～11 ［略］ ９～11 ［略］ 

 （復興局の分課及びその分掌事務）  

第13条の２ 復興局に次の課を置く。  

 (１) 復興推進課  

 (２) まちづくり・産業再生課  

 (３) 生活再建課  

 (４) 震災津波伝承課  

２ 復興推進課の分掌事務は、次のとおりとする。  

 管理担当の分掌事務  

 (１) 局の総括に関すること。  

 (２) 局内の事務管理、人事、予算、経理及び物品の管理に関すること。  

 (３) 他の都道府県の職員の受入れに関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。  

 (４) いわての学び希望基金に関すること。  

 (５) 東日本大震災津波伝承館に関すること。  

 (６) 局内各課の連絡に関すること。  

 (７) 局内他課の主管に属しないこと。  

 推進協働担当の分掌事務  

 (１) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る施策の総合的な調整及び推進に関する

こと。 

 

 (２) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る計画の進行管理に関すること。  

 (３) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る広報及び県民運動に関すること。  

３ まちづくり・産業再生課の分掌事務は、次のとおりとする。  

 まちづくり再生担当の分掌事務  

 (１) 東日本大震災津波の被災地におけるまちづくりに関する企画及び調整に関すること（

他課等の主管に属するものを除く。）。 

 

 (２) 東日本大震災津波による災害からの復興のためのまちづくりに関する制度の研究及び

調査に関すること。 

 

 産業再生担当の分掌事務  

 (１) 農林水産業の復興に係る施策の企画及び調整に関すること（他課等の主管に属するも

のを除く。）。 

 

 (２) ものづくり産業、観光産業等の復興に係る施策の企画及び調整に関すること（他課等

の主管に属するものを除く。）。 

 

４ 生活再建課の分掌事務は、次のとおりとする。  

 被災者支援担当の分掌事務  

 (１) 東日本大震災津波の被災者の生活再建の支援に関すること（他課等の主管に属するも

のを除く。）。 

 



 (２) 東日本大震災津波に係る災害救助及び被災者生活再建支援に関すること。  

 相談支援担当の分掌事務  

 (１) 東日本大震災津波の被災者の生活再建に関する相談に関すること。  

５ 震災津波伝承課の分掌事務は、次のとおりとする。  

 伝承企画担当の分掌事務  

 (１) 東日本大震災津波の教訓の伝承に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）

。 

 

 (２) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る情報発信に関すること（他課等の主管

に属するものを除く。）。 

 

 （ＩＬＣ推進局の分課及びその分掌事務）  （ＩＬＣ推進局の分課及びその分掌事務） 

第13条の３ ［略］ 第13条の２ ［略］ 

 （土木部）  （土木部） 

第28条 ［略］ 第28条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ ダム建設工事及び当該ダムに係る河川の管理に関する事務を処理するため盛岡広域振興局

土木部に置かれる次の表のダム建設事務所の欄に掲げるダム建設事務所の位置は、同表の位

置の欄に掲げるとおりとする。 

 

 ダム建設事務所 位 置      

 簗川ダム建設事務所 盛岡市      

 （審査指導監）  （審査指導監） 

第28条の２ ［略］ 第28条の２ ［略］ 

２ 審査指導監の分掌事務は、次のとおりとする。 ２ 審査指導監の分掌事務は、次のとおりとする。 

 (１) 所管区域内の出先機関、岩手県教育委員会行政組織規則（昭和37年岩手県教育委員会

規則第２号）第24条に規定する教育事務所、総合教育センター設置条例（昭和41年岩手県

条例第18号）に規定する岩手県立総合教育センター、生涯学習推進センター条例（平成８

年岩手県条例第18号）に規定する岩手県立生涯学習推進センター、図書館条例（平成17年

岩手県条例第67号）に規定する岩手県立図書館、岩手県立学校設置条例（昭和32年岩手県

条例第11号）第１条から第３条までに規定する中学校、高等学校及び特別支援学校並びに

警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例（昭和29年岩手県条例第25号）に規定する

警察署（以下「出先機関等」という。）に係る収入金の収納（地区合同庁舎等を庁舎とす

る出先機関以外の出先機関等に係る収入金並びに母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福

祉資金の償還金の直接収納を除く。）に関すること。 

 (１) 所管区域内の出先機関、岩手県教育委員会行政組織規則（昭和37年岩手県教育委員会

規則第２号）第24条に規定する教育事務所、総合教育センター設置条例（昭和41年岩手県

条例第18号）に規定する岩手県立総合教育センター、生涯学習推進センター条例（平成８

年岩手県条例第18号）に規定する岩手県立生涯学習推進センター、図書館条例（平成17年

岩手県条例第67号）に規定する岩手県立図書館、野外活動センター条例（昭和49年岩手県

条例第18号）に規定する岩手県立野外活動センター、岩手県立学校設置条例（昭和32年岩

手県条例第11号）第１条から第３条までに規定する中学校、高等学校及び特別支援学校並

びに警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例（昭和29年岩手県条例第25号）に規定

する警察署（以下「出先機関等」という。）に係る収入金の収納（地区合同庁舎等を庁舎

とする出先機関以外の出先機関等に係る収入金並びに母子福祉資金、父子福祉資金及び寡

婦福祉資金の償還金の直接収納を除く。）に関すること。 

 (２)～(13) ［略］  (２)～(13) ［略］ 

  (14) 県営建設工事の請負契約に係る競争入札参加者の資格（地方自治法施行令第167条の

５の２の資格に限る。）及び指名、入札並びに随意契約の見積書の徴収（同令第167条の

２第１項第８号に掲げる場合における見積書の徴収に限る。）に関すること。 

  (15) 県営建設工事に関する関係機関との連絡に関すること。 

  (16) 建設関連業務の委託契約に係る競争入札参加者の資格（地方自治法施行令第167条の

５の２の資格に限る。）及び指名、入札並びに随意契約の見積書の徴収（同令第167条の

２第１項第８号に掲げる場合における見積書の徴収に限る。）に関すること。 

 （消防学校）  

第30条 消防職員、消防団員等の教育訓練を行うため、消防学校を置く。  

２ 消防学校の名称及び位置は、次のとおりとする。  

 名 称 位 置      

 岩手県消防学校 紫波郡矢巾町      

 （総務部に属する出先機関の内部組織）  （総務部に属する出先機関の内部組織） 

第31条 総務部に属する出先機関に、別表第４に掲げるところにより、部及び科を置く。 第30条 総務部に属する出先機関に、別表第４に掲げるところにより、部を置く。 

２ 部及び科の分掌事務は、別に定める。 ２ 部の分掌事務は、別に定める。 

           第２款 復興防災部に属する出先機関 

  （東日本大震災津波伝承館） 

 第31条 東日本大震災津波伝承館の所掌事務は、次のとおりとする。 

  (１) 東日本大震災津波に関する資料の収集、保管及び展示並びに東日本大震災津波による

災害からの復興に係る情報発信に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。 

  (２) 東日本大震災津波の教訓に係る調査研究に関すること。 

  (３) その他東日本大震災津波の教訓の伝承に関すること（他課等の主管に属するものを除

く。）。 

 ２ 東日本大震災津波伝承館の名称及び位置は、次のとおりである。 

     名 称 位 置  

     東日本大震災津波伝承館 陸前高田市  



  （消防学校） 

 第31条の２ 消防職員、消防団員等の教育訓練を行うため、消防学校を置く。 

 ２ 消防学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 

     名 称 位 置  

     岩手県消防学校 紫波郡矢巾町  

  （復興防災部に属する出先機関の内部組織） 

 第31条の３ 復興防災部に属する出先機関に、別表第４の２に掲げるところにより、課及び科

を置く。 

 ２ 課及び科の分掌事務は、別に定める。 

     第２款 ［略］      第３款 ［略］ 

 （先端科学技術研究センター）  （先端科学技術研究センター） 

第31条の２ ［略］ 第31条の４ ［略］ 

     第３款 ［略］      第４款 ［略］ 

     第４款 ［略］      第５款 ［略］ 

     第５款 ［略］      第６款 ［略］ 

     第６款 ［略］      第７款 ［略］ 

 （農業改良普及センター）  （農業改良普及センター） 

第69条 ［略］ 第69条 ［略］ 

 ２ 前項各号に掲げるもののほか、農業改良普及センターにおいては、主要農作物等の種子等

に関する事務のうち、次に掲げる事務を処理するものとする。 

  (１) 指定種子生産ほ場の指定に関すること。 

  (２) 指定種子生産ほ場のほ場検査及び当該ほ場において生産された主要農作物の種子の生

産物検査に関すること。 

  (３) 主要農作物等の優良な種子等の生産及び普及のために必要な指導及び助言に関するこ

と。 

２ ［略］ ３ ［略］ 

     第７款 ［略］      第８款 ［略］ 

 （県土整備部に属する出先機関の内部組織）  （県土整備部に属する出先機関の内部組織） 

第74条 ［略］ 第74条 ［略］ 

     第８款 復興局に属する出先機関  

 （東日本大震災津波伝承館）  

第74条の２ 東日本大震災津波伝承館の所掌事務は、次のとおりとする。  

 (１) 東日本大震災津波に関する資料の収集、保管及び展示並びに東日本大震災津波による

災害からの復興に係る情報発信に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。 

 

 (２) 東日本大震災津波の教訓に係る調査研究に関すること。  

 (３) その他東日本大震災津波の教訓の伝承に関すること（他課等の主管に属するものを除

く。）。 

 

２ 東日本大震災津波伝承館の名称及び位置は、次のとおりである。  

 名 称 位 置      

 東日本大震災津波伝承館 陸前高田市      

 （復興局に属する出先機関の内部組織）  

第74条の３ 復興局に属する出先機関に、別表第９の２に掲げるところにより、課を置く。  

２ 課の分掌事務は、別に定める。  

第76条 前２章に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる機関を同表の右欄に掲げる本庁の

室、課又は所及び広域振興局の部並びに広域振興局以外の出先機関の部等（以下この条にお

いて「室課等」という。）に置き、その分掌事務を処理する。 

第76条 前２章に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる機関を同表の右欄に掲げる本庁の

室、課又は所及び広域振興局の部並びに広域振興局以外の出先機関の部等（以下この条にお

いて「室課等」という。）に置き、その分掌事務を処理する。 

 名 称 室課等   名 称 室課等  

  ［略］     ［略］   

 農業研修センター  ［略］   農業研修センター  ［略］  

 被災者相談支援センター 広域振興局経営企画部（盛岡広域振興局及び県南広域

振興局の経営企画部を除く。） 

     

  広域振興局経営企画部地域振興センター（県北広域振

興局経営企画部二戸地域振興センターを除く。） 

     

 （職）  （職） 

第78条 次の表の左欄の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄

に掲げるとおりとする。 

第78条 次の表の左欄の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄

に掲げるとおりとする。 

 区 分 職 職 務   区 分 職 職 務  

 本庁  ［略］     本庁  ［略］    

  環境生活部  ［略］  上司の命を受け、環境、医務、農    環境生活部  ［略］  上司の命を受け、環境、医務、農  

   ［略］  政、農村整備、林務、水産、漁港、     ［略］  政、農村整備、林務、水産、漁港、  



  県土整備部 道路都市担当技 道路都市又は河川港湾の事務を掌理    県土整備部 道路担当技監、 道路、河川港湾又はまちづくりの事  

   監及び河川港湾 するとともに、部長に事故があると     河川港湾担当技 務を掌理するとともに、部長に事故  

   担当技監 き、又は部長が欠けたときは、あら     監及びまちづく があるとき、又は部長が欠けたとき  

    かじめ定める順位により、その職務     り担当技監 は、あらかじめ定める順位により、  

    を代理する。      その職務を代理する。  

   ［略］       ［略］    

  室  ［略］     室  ［略］   

  総合防災室 防災危機管理監  上司の命を受け、第７条第８項防

災危機管理担当の分掌事務第１号、

第７号、第９号、第10号、第11号、

第12号及び第14号についての企画及

び立案に参画するとともに、室の事

務で特に命ぜられた事項を掌理する

。 

   復興危機管理室 総括危機管理監  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、第７条の２第２項企画担

当の分掌事務第１号を掌理するとと

もに、室長に事故があるとき、又は

室長が欠けたときは、当該事務に関

し、その職務を代理する。 

 

   防災航空隊長  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、隊の事務を掌理する。 

    危機管理監  上司の命を受け、第７条の２第２

項企画担当の分掌事務第１号につい

ての企画及び立案に参画するととも

に、室の事務で特に命ぜられた事項

を掌理する。 

 

  地域振興室  ［略］     地域振興室  ［略］   

  国際室 国際監  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、第８条第８項国際担当の

分掌事務を掌理するとともに、室長

に事故があるとき、又は室長が欠け

たときは、当該事務に関し、その職

務を代理する。 

       

  保健福祉企画室 総括新型コロナ

ウイルス感染症

対策監 

 上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、第10条第２項新型コロナ

ウイルス感染症対策担当の分掌事務

を掌理するとともに、室長に事故が

あるとき、又は室長が欠けたときは

、当該事務に関し、その職務を代理

する。 

       

   新型コロナウイ

ルス感染症対策

監 

 上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、第10条第２項新型コロナ

ウイルス感染症対策担当の分掌事務

についての企画及び立案に参画する

とともに、室の事務で特に命ぜられ

た事項を掌理する。 

       

  競馬改革推進室  ［略］     競馬改革推進室  ［略］   

   ［略］       ［略］    

  秘書課 儀典調整監  上司の名を受け、部下の職員を指

揮監督し、第６条第３項儀典調整担

当の分掌事務を掌理するとともに、

総括課長に事故があるとき、又は総

括課長が欠けたときは、当該事務に

関し、その職務を代理する。 

   秘書課 儀典調整監  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、第６条第３項儀典調整担

当の分掌事務を掌理するとともに、

総括課長に事故があるとき、又は総

括課長が欠けたときは、当該事務に

関し、その職務を代理する。 

 

  広聴広報課 報道監  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、第６条第４項報道担当の

分掌事務を掌理するとともに、総括

課長に事故があるとき、又は総括課

長が欠けたときは、当該事務に関し

、その職務を代理する。 

   防災課 防災危機管理監  上司の命を受け、第７条の２第５

項防災危機管理担当の分掌事務第１

号、第７号、第９号から第12号まで

及び第14号についての企画及び立案

に参画するとともに、課の事務で特

に命ぜられた事項を掌理する。 

 

  人事課 職員育成監  上司の命を受け、部下の職員を指    消防安全課 防災航空隊長  上司の命を受け、部下の職員を指  

    揮監督し、第７条第３項職員育成担

当の分掌事務を掌理するとともに、

総括課長に事故があるとき、又は総

括課長が欠けたときは、当該事務に

関し、その職務を代理する。 

     揮監督し、隊の事務を掌理する。  

  会計課  ［略］     会計課  ［略］   



   ［略］       ［略］    

 広域振興局  ［略］     広域振興局  ［略］    

  室  ［略］  ［略］    室  ［略］  ［略］  

  ［略］        ［略］    

  地域振興センター

、総務センター、

県税センター、保

健福祉環境センタ

ー、農林振興セン

ター、普及サブセ

ンター、農村整備

センター、水産振

興センター、土木

センター、整備事

務所、ダム管理事

務所及びダム建設

事務所 

 ［略］     地域振興センター

、総務センター、

県税センター、保

健福祉環境センタ

ー、農林振興セン

ター、普及サブセ

ンター、農村整備

センター、水産振

興センター、土木

センター、整備事

務所及びダム管理

事務所 

 ［略］   

   ［略］      ［略］    

  宮古土木センター

、岩泉土木センタ

ー及び大船渡土木

センター 

 ［略］  ［略］    宮古土木センター

、岩泉土木センタ

ー及び大船渡土木

センター 

 ［略］  ［略］  

  整備事務所及びダ

ム建設事務所 

 ［略］     整備事務所  ［略］   

   ［略］       ［略］    

 総務部に属 東京事務所  ［略］    総務部に属 東京事務所  ［略］   

 する出先機

関 

消防学校 校長  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、学校の事務を掌理する。 

  する出先機

関 

    

   科主任  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、科の事務を処理する。 

       

       復興防災部 東日本大震災津波 館長  上司の命を受け、部下の職員を指  

       に属する出

先機関 

伝承館  揮監督し、東日本大震災津波伝承館

の事務を掌理する。 

 

         副館長  館長を補佐し、館長に事故がある

とき、又は館長が欠けたときは、あ

らかじめ定める順位により、その職

務を代理する。 

 

         課長  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、課の事務を掌理する。 

 

        消防学校 校長  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、学校の事務を掌理する。 

 

         科主任  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、科の事務を処理する。 

 

 ふるさと振

興部に属す

る出先機関 

 ［略］     ふるさと振

興部に属す

る出先機関 

 ［略］    

  ［略］       ［略］     

 県土整備部

に属する出

先機関 

 ［略］     県土整備部

に属する出

先機関 

 ［略］    

 復興局に属

する出先機 

東日本大震災津波

伝承館 

館長  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、東日本大震災津波伝承館 

       

 関   の事務を掌理する。        

   副館長  館長を補佐し、館長に事故がある

とき、又は館長が欠けたときは、あ

らかじめ定める順位により、その職

務を代理する。 

       

   課長  上司の命を受け、部下の職員を指        

    揮監督し、課の事務を掌理する。        



２ 前項に規定する職のほか、次の表の左欄の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職を組織の必

要に応じて置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

２ 前項に規定する職のほか、次の表の左欄の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職を組織の必

要に応じて置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 区 分 職 職 務   区 分 職 職 務  

  ［略］       ［略］     

 広域振興局 部 特命参事  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、部の事務で特に命ぜられ

た事務を掌理する。 

  広域振興局      

  部及び審査指導監 特命課長  ［略］    部及び審査指導監 特命参事及び特

命課長 

 ［略］  

    ［略］       ［略］   

   ［略］       ［略］    

 総務部に属

する出先機

関 

消防学校 副校長  校長を補佐し、校長に事故がある

とき、又は校長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

  総務部に属

する出先機

関 

    

   ［略］       ［略］   

       復興防災部

に属する出

先機関 

消防学校 副校長  校長を補佐し、校長に事故がある

とき、又は校長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 

         主任主査  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、所等の特定事務を処理す

るとともに、その事務を総括整理す

る。 

 

         主査及び主査行

政専門員 

 上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、所等の特定事務を処理す

る。 

 

         主任及び主任行

政専門員 

 上司の命を受け、相当の知識又は

経験を必要とする事務又は技術をつ

かさどる。 

 

         所付  上司の命を受け、所等の特定事務

を処理する。 

 

 ふるさと振

興部に属す

る出先機関 

 ［略］     ふるさと振

興部に属す

る出先機関 

 ［略］    

  ［略］       ［略］     

 県土整備部

に属する出

先機関 

 ［略］     県土整備部

に属する出

先機関 

 ［略］    

 復興局に属

する出先機

関 

 主任主査  上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、所等の特定事務を処理す

るとともに、その事務を総括整理す

る。 

       

   主査及び主査行

政専門員 

 上司の命を受け、部下の職員を指

揮監督し、所等の特定事務を処理す

る。 

       

   主任及び主任行

政専門員 

 上司の命を受け、相当の知識又は

経験を必要とする事務又は技術をつ

かさどる。 

       

   所付  上司の命を受け、所等の特定事務

を処理する。 

       

３ ［略］ ３ ［略］ 

４ 前３項に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし

、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

４ 前３項に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし

、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 職 職 務   職 職 務  

 行政職 教授、首席特別税務調査員、首席児童福祉司、首席児童指

導員、首席技術指導員、准教授、上席スポーツ医・科学専

門員、上席講師、上席特別税務調査員、上席通信技師、上 

 ［略］   行政職 教授、首席特別税務調査員、首席児童福祉司、首席児童指

導員、首席技術指導員、准教授、上席スポーツ医・科学専

門員、上席講師、上席特別税務調査員、上席通信技師、上 

 ［略］  

  席消防教官、上席社会福祉主事、上席障がい者福祉司、上     席消防教官、上席社会福祉主事、上席障がい者福祉司、上   

  席児童福祉司、上席相談調査員、上席児童心理司、上席心

理判定員、上席児童指導員、上席職業指導員、上席生活指 

    席児童福祉司、上席相談調査員、上席児童心理司、上席心

理判定員、上席児童指導員、上席職業指導員、上席生活指 

  



  導員、上席児童自立支援専門員、上席技術指導員、上席農

業普及員、上席林業普及指導員、上席水産業普及指導員、 

    導員、上席児童自立支援専門員、上席技術指導員、上席農

業普及員、上席林業普及指導員、上席水産業普及指導員、 

  

  上席建築専門員、主査スポーツ医・科学専門員、主査講師     上席建築専門員、主査スポーツ医・科学専門員、主査講師   

  、主査通信技師、主査消防教官、主査社会福祉主事、主査

障がい者福祉司、主査児童福祉司、主査相談調査員、主査

児童心理司、主査心理判定員、主査児童指導員、主査職業

指導員、主査生活指導員、主査児童自立支援専門員、主査

技術指導員、主査農業普及員、主査林業普及指導員、主査

水産業普及指導員、主査建築専門員、主任スポーツ医・科

学専門員、建築監視員、主任講師、主任通信技師、主任消

防教官、主任社会福祉主事、主任障がい者福祉司、主任児

童福祉司、主任相談調査員、主任児童心理司、主任心理判

定員、主任児童指導員、主任職業指導員、主任生活指導員

、主任児童自立支援専門員、主任技術指導員、主任農業普

及員、主任林業普及指導員、主任水産業普及指導員、主任

主事、主任技師、主事、技師、スポーツ医・科学専門員、

行政専門員、講師、通信技師、消防教官、環境衛生指導員

、環境衛生監視員、食品衛生監視員、家庭用品衛生監視員

、狂犬病予防員、と畜検査員、動物愛護監視員、食鳥検査

員、栄養指導員、障がい者福祉司、児童福祉司、相談調査

員、精神保健福祉相談員、児童心理司、心理判定員、生活

指導員、医療監視員、薬事監視員、麻薬取締員、毒物劇物

監視員、技術指導員、小作主事、肥料検査員、飼料検査職

員、地方種畜検査委員、家畜防疫員、森林害虫防除員、農

業普及員、林業普及指導員、水産業普及指導員、漁業監督

吏員、水産資源保護指導吏員、魚類防疫員 

    、主査通信技師、主査消防教官、主査社会福祉主事、主査

障がい者福祉司、主査児童福祉司、主査相談調査員、主査

児童心理司、主査心理判定員、主査児童指導員、主査職業

指導員、主査生活指導員、主査児童自立支援専門員、主査

技術指導員、主査農業普及員、主査林業普及指導員、主査

水産業普及指導員、主査建築専門員、主任スポーツ医・科

学専門員、建築監視員、主任講師、主任通信技師、主任消

防教官、主任社会福祉主事、主任障がい者福祉司、主任児

童福祉司、主任相談調査員、主任児童心理司、主任心理判

定員、主任児童指導員、主任職業指導員、主任生活指導員

、主任児童自立支援専門員、主任技術指導員、主任農業普

及員、主任林業普及指導員、主任水産業普及指導員、主任

主事、主任技師、主事、技師、スポーツ医・科学専門員、

行政専門員、講師、心理相談専門員、通信技師、消防教官

、環境衛生指導員、環境衛生監視員、食品衛生監視員、家

庭用品衛生監視員、狂犬病予防員、と畜検査員、動物愛護

監視員、食鳥検査員、栄養指導員、障がい者福祉司、児童

福祉司、相談調査員、精神保健福祉相談員、児童心理司、

心理判定員、生活指導員、医療監視員、薬事監視員、麻薬

取締員、毒物劇物監視員、技術指導員、小作主事、肥料検

査員、飼料検査職員、地方種畜検査委員、家畜防疫員、森

林害虫防除員、農業普及員、林業普及指導員、水産業普及

指導員、漁業監督吏員、水産資源保護指導吏員、魚類防疫

員 

  

  ［略］      ［略］    

５ ［略］ ５ ［略］ 

別表第１ 広域振興局の部等及び課等（第19条関係） 別表第１ 広域振興局の部等及び課等（第19条関係） 

 広域振興局 部 等 課 等   広域振興局 部 等 課 等  

 盛岡広域振興局 経営企画部  ［略］   盛岡広域振興局 経営企画部  ［略］  

    ［略］       ［略］   

     ［略］       ［略］  

    支出入札課      経理課  

   ［略］       ［略］    

  土木部      土木部    

    ［略］       ［略］   

   道路河川室  ［略］     道路都市室  ［略］  

    道路環境課      道路環境課  

    河川砂防課        

         流域治水室 河川砂防課  

          綱取ダム管理事務所  

   建築住宅室  ［略］     建築住宅室  ［略］  

   綱取ダム管理事務所         

   簗川ダム建設事務所         

   岩手土木センター  ［略］     岩手土木センター ［略］  

   ［略］       ［略］    

 県南広域振興局  ［略］     県南広域振興局  ［略］    

  総務部   ［略］    総務部   ［略］  

    支出入札課      経理課  

   花巻総務センター  ［略］     花巻総務センター  ［略］  

    支出入札課      経理課  

   一関総務センター  ［略］     一関総務センター  ［略］  

    支出入札課      経理課  

   ［略］       ［略］    

 沿岸広域振興局 経営企画部  ［略］   沿岸広域振興局 経営企画部  ［略］  

         復興推進室   

   産業振興室      産業振興室   



    復興推進課        

    総務課      総務課  

    支出入札課        

    ［略］       ［略］   

   宮古地域振興センター  ［略］     宮古地域振興センター  ［略］  

    総務課      総務課  

    支出入札課        

     ［略］        ［略］   

   大船渡地域振興センター  ［略］     大船渡地域振興センター  ［略］  

    総務課      総務課  

    支出入札課        

     ［略］        ［略］   

   ［略］        ［略］     

 県北広域振興局 経営企画部  ［略］   県北広域振興局 経営企画部  ［略］  

    ［略］       ［略］   

     ［略］       ［略］  

    総務課      総務課  

    支出入札課        

    ［略］       ［略］   

   二戸地域振興センター  ［略］     二戸地域振興センター  ［略］  

    総務課      総務課  

    支出入札課        

     ［略］        ［略］   

   ［略］       ［略］    

別表第２ 別表第２ 

 １ 広域振興局経営企画部、経営企画部地域振興センター、総務部、総務部総務センター、

県税部及び県税部県税センターの分掌事務（第20条－第22条関係） 

 １ 広域振興局経営企画部、経営企画部地域振興センター、総務部、総務部総務センター、

県税部及び県税部県税センターの分掌事務（第20条－第22条関係） 

 

分掌事務 

分掌の区分 

備 考 

  

分掌事務 

分掌の区分 

備 考 

 

 

経営

企画

部 

経営

企画

部地

域振

興セ

ンタ

ー 

総務

部 

総務

部総

務セ

ンタ

ー 

県税

部 

県税

部県

税セ

ンタ

ー 

  

経営

企画

部 

経営

企画

部地

域振

興セ

ンタ

ー 

総務

部 

総務

部総

務セ

ンタ

ー 

県税

部 

県税

部県

税セ

ンタ

ー 

 

  ［略］           ［略］         

  ［略］        ［略］    ［略］        ［略］  

 66 県営建設工事の請負契約に係る競

争入札参加者の資格（地方自治法施

行令第167条の５の２の資格に限る

。）及び指名並びに入札、随意契約

に係る見積書の徴収及び契約に関す

ること。 

 ［略］        66 県営建設工事の請負契約に係る落

札者との契約並びに随意契約に係る

見積書の徴収（地方自治法施行令第

167条の２第１項第８号に掲げる場

合における見積書の徴収を除く。）

及び契約に関すること。 

 ［略］       

 67 県営建設工事に関する関係機関と

の連絡に関すること。 

○ ○ ○ ○      67 削除         

 68 建設関連業務の委託契約に係る競

争入札参加者の資格（地方自治法施

行令第167条の５の２の資格に限る

。）及び指名並びに入札、随意契約

に係る見積書の徴収及び契約に関す 

 ［略］        68 建設関連業務の委託契約に係る落

札者との契約並びに随意契約に係る

見積書の徴収（地方自治法施行令第

167条の２第１項第８号に掲げる場

合における見積書の徴収を除く。） 

 ［略］       

 ること。         及び契約に関すること。        

  ［略］          ［略］        

 ［略］  ［略］ 

 ２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

別表第３ 本庁の部局等及び出納局の課長及び担当課長（第78条関係） 別表第３ 本庁の部局等及び出納局の課長及び担当課長（第78条関係） 

 部局等及び出納局 室、課及び所 課長及び担当課長   部局等及び出納局 室、課及び所 課長及び担当課長  

 政策企画部  ［略］    政策企画部  ［略］   

  秘書課  ［略］    秘書課  ［略］  

       広聴広報課 広聴広報担当課長 報道課長  



 総務部  ［略］    総務部  ［略］   

  人事課 給与人事担当課長 組織担当課長    人事課 給与人事担当課長 組織担当課長 職員育成

課長 

 

   ［略］      ［略］   

  行政経営推進課 経営推進担当課長 公益法人担当課長    行政経営推進課 経営推進担当課長 行政情報化担当課長 公

益法人担当課長 

 

   ［略］      ［略］   

  管財課  ［略］    管財課  ［略］  

  総合防災室 防災危機管理担当課長 防災消防課長 防災

航空担当課長 

      

  総務事務センター 職員福祉担当課長    総務事務センター 職員福祉担当課長 給与認定担当課長  

      復興防災部 復興危機管理室 企画課長 管理課長 放射線影響対策課長  

       復興推進課 推進担当課長 伝承・発信担当課長  

       復興くらし再建課 被災者生活再建課長 産業再生担当課長  

       防災課 防災危機管理担当課長  

       消防安全課 消防担当課長 防災航空担当課長 県民安全

課長 

 

 ふるさと振興部  ［略］    ふるさと振興部  ［略］   

  国際室 国際交流担当課長    国際室 国際交流担当課長 国際企画課長  

   ［略］      ［略］   

  科学・情報政策室 科学技術課長 地域情報化担当課長 行政情

報化担当課長 

   科学・情報政策室 科学技術課長 情報化推進課長  

  台風災害復旧復興推

進室 

台風災害復旧復興推進課長       

  ［略］      ［略］    

 環境生活部 環境生活企画室 企画課長 管理課長 温暖化・エネルギー対

策課長 放射線影響対策課長 ジオパーク推

進課長 

  環境生活部 環境生活企画室 企画課長 管理課長 温暖化・エネルギー対

策課長 ジオパーク推進課長 

 

   ［略］      ［略］   

  県民くらしの安全課 食の安全安心課長 生活衛生担当課長 水道

広域連携担当課長 県民生活安全課長 消費

生活課長 

   県民くらしの安全課 食の安全安心課長 生活衛生担当課長 水道

広域連携担当課長 消費生活課長 

 

   ［略］      ［略］   

 保健福祉部 保健福祉企画室 企画課長 管理課長 新型コロナウイルス感

染症対策担当課長 

  保健福祉部 保健福祉企画室 企画課長 管理課長  

  健康国保課 健康予防担当課長 薬務担当課長 国保担当

課長 

   健康国保課 医療情報課長 健康予防担当課長 薬務担当

課長 国保担当課長 

 

   ［略］      ［略］   

  医療政策室 医療政策担当課長 医療情報課長 医務課長 

 地域医療推進課長 感染症担当課長 ワク

チン接種担当課長 

   医療政策室 医療政策担当課長 医務課長 地域医療推進

課長 感染症課長 ワクチン接種担当課長 

 

   ［略］      ［略］   

  ［略］      ［略］    

 県土整備部  ［略］    県土整備部  ［略］   

  河川課 河川管理担当課長 河川海岸担当課長 河川

開発課長 

   河川課 河川管理担当課長 河川海岸担当課長 流域

治水課長 

 

   ［略］      ［略］   

  都市計画課 管理開発担当課長 計画整備担当課長 まち

づくり課長 

   都市計画課 管理開発担当課長 計画整備担当課長 景観

まちづくり課長 

 

   ［略］      ［略］   

  建築住宅課 住宅管理担当課長 住宅計画課長 建築指導    建築住宅課 住宅管理担当課長 住宅計画担当課長 建築  

   担当課長 営繕課長     指導課長 営繕課長  

   ［略］      ［略］   

 復興局 復興推進課 管理担当課長 推進協働担当課長       

  まちづくり・産業再

生課 

まちづくり再生担当課長       

  生活再建課 被災者支援担当課長 相談支援担当課長       

  震災津波伝承課 伝承企画担当課長       

 ＩＬＣ推進局  ［略］    ＩＬＣ推進局  ［略］   



  ［略］      ［略］    

別表第４ 総務部に属する出先機関の部及び科（第31条関係） 別表第４ 総務部に属する出先機関の部（第30条関係） 

 出先機関 部 科   出先機関 部  

 岩手県東京事務所  ［略］    岩手県東京事務所  ［略］   

  企業立地観光部     企業立地観光部   

 岩手県消防学校  教育科       

 別表第４の２ 復興防災部に属する出先機関の課及び科（第31条の３関係） 

      出先機関 課 科  

      東日本大震災津波伝承館 総務課   

       事業課   

      岩手県消防学校  教育科  

別表第９ 県土整備部に属する出先機関の課（第74条関係） 別表第９ 県土整備部に属する出先機関の課（第74条関係） 

 ［略］  ［略］ 

別表第９の２ 復興局に属する出先機関の課（第74条の３関係）  

 出先機関 課      

 東日本大震災津波伝承館 総務課      

  事業課      

別表第11 附属機関（第77条関係） 別表第11 附属機関（第77条関係） 

 法律又はこれに基づく政令によるもの  法律又はこれに基づく政令によるもの 

 名 称 所掌事務   名 称 所掌事務  

  ［略］     ［略］   

 岩手県国民保護協議会  ［略］   岩手県国民保護協議会  ［略］  

     岩手県交通安全対策会議  交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）第16条第２

項の規定による交通安全計画の作成及びその実施の推進等

に関すること。 

 

 岩手県自治紛争処理委員  ［略］   岩手県自治紛争処理委員  ［略］  

  ［略］     ［略］   

 岩手県生活衛生関係営業審

議会 

 ［略］   岩手県生活衛生関係営業審

議会 

 ［略］  

 岩手県交通安全対策会議  交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）第16条第２

項の規定による交通安全計画の作成及びその実施の推進等

に関すること。 

     

 岩手県社会福祉審議会  ［略］   岩手県社会福祉審議会  ［略］  

  ［略］     ［略］   

 条例によるもの  条例によるもの 

 名 称 所掌事務   名 称 所掌事務  

  ［略］     ［略］   

 保健所運営協議会  ［略］   保健所運営協議会  ［略］  

     岩手県薬事審議会  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律（昭和35年法律第145号）第３条第１項の規定

により、薬事に関する重要事項を調査審議すること。 

 

 岩手県がん登録情報利用等

審議会 

 ［略］   岩手県がん登録情報利用等

審議会 

 ［略］  

  ［略］     ［略］   

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （公有財産規則の一部改正） 

２ 公有財産規則（昭和39年岩手県規則第40号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （定義）  （定義） 

第２条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 第２条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 (２) 課長等 次に掲げるものをいう。  (２) 課長等 次に掲げるものをいう。 

  ア 政策企画部にあっては秘書課総括課長、総務部にあっては総務室長、管財課総括課長

及び総合防災室長、ふるさと振興部にあってはふるさと振興企画室長、文化スポーツ部

にあっては文化スポーツ企画室長、環境生活部にあっては環境生活企画室長、保健福祉 

  ア 政策企画部にあっては秘書課総括課長、総務部にあっては総務室長及び管財課総括課

長、復興防災部にあっては復興危機管理室長、防災課総括課長及び消防安全課総括課長

、ふるさと振興部にあってはふるさと振興企画室長、文化スポーツ部にあっては文化ス 



   部にあっては保健福祉企画室長、商工労働観光部にあっては商工企画室長及び観光・プ    ポーツ企画室長、環境生活部にあっては環境生活企画室長、保健福祉部にあっては保健 

ロモーション室長、農林水産部にあっては農林水産企画室長及び農村建設課総括課長、

県土整備部にあっては県土整備企画室長、復興局にあっては復興推進課総括課長、ＩＬ

Ｃ推進局にあっては企画総務課総括課長、出納局にあっては総務課総括課長 

福祉企画室長、商工労働観光部にあっては商工企画室長及び観光・プロモーション室長

、農林水産部にあっては農林水産企画室長及び農村建設課総括課長、県土整備部にあっ

ては県土整備企画室長、ＩＬＣ推進局にあっては企画総務課総括課長、出納局にあって

は総務課総括課長 

  イ～キ ［略］   イ～キ ［略］ 

 (３)～(６) ［略］  (３)～(６) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （債権の管理に関する規則の一部改正） 

３ 債権の管理に関する規則（昭和39年岩手県規則第43号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （定義）  （定義） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ この規則において「課長等」とは、次に掲げるものをいう。 ３ この規則において「課長等」とは、次に掲げるものをいう。 

 (１) 政策企画部にあっては秘書課総括課長、総務部にあっては総務室長、ふるさと振興部

にあってはふるさと振興企画室長、文化スポーツ部にあっては文化スポーツ企画室長、環

境生活部にあっては環境生活企画室長、保健福祉部にあっては保健福祉企画室長、商工労

働観光部にあっては商工企画室長、農林水産部にあっては農林水産企画室長及び農村建設

課総括課長、県土整備部にあっては県土整備企画室長、復興局にあっては復興推進課総括

課長、ＩＬＣ推進局にあっては企画総務課総括課長、出納局にあっては総務課総括課長 

 (１) 政策企画部にあっては秘書課総括課長、総務部にあっては総務室長、復興防災部にあ

っては復興危機管理室長、ふるさと振興部にあってはふるさと振興企画室長、文化スポー

ツ部にあっては文化スポーツ企画室長、環境生活部にあっては環境生活企画室長、保健福

祉部にあっては保健福祉企画室長、商工労働観光部にあっては商工企画室長、農林水産部

にあっては農林水産企画室長及び農村建設課総括課長、県土整備部にあっては県土整備企

画室長、ＩＬＣ推進局にあっては企画総務課総括課長、出納局にあっては総務課総括課長 

 (２)～(７) ［略］  (２)～(７) ［略］ 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県収入証紙条例施行規則の一部改正） 

４ 岩手県収入証紙条例施行規則（昭和48年岩手県規則第27号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （定義）  （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

。 

 (１) 各課等 岩手県知事部局行政組織規則（平成13年岩手県規則第46号）第６条第１項、

第７条第１項、第８条第１項、第８条の２第１項、第９条第１項、第10条第１項、第11条

第１項、第12条第１項、第13条第１項、第13条の２第１項、第13条の３第１項及び第15条

第１項に規定する各課等、岩手県議会事務局組織規程（昭和44年岩手県議会訓令第３号）

第２条に規定する各課、岩手県教育委員会行政組織規則（昭和37年岩手県教育委員会規則

第２号）第15条に規定する各課等、岩手県警察組織規則（昭和49年岩手県公安委員会規則

第２号）第２条、第９条、第14条、第19条及び第26条に規定する各課等、監査委員事務局

組織に関する規程（平成７年岩手県監査委員訓令第１号）第２条に規定する各課、岩手県

人事委員会事務局組織に関する規則（昭和40年岩手県人事委員会規則第19号）第２条に規

定する職員課並びに岩手県労働委員会事務局組織に関する規則（昭和39年岩手県規則第23

号）第２条に規定する審査調整課をいう。 

 (１) 各課等 岩手県知事部局行政組織規則（平成13年岩手県規則第46号）第６条第１項、

第７条第１項、第７条の２第１項、第８条第１項、第８条の２第１項、第９条第１項、第

10条第１項、第11条第１項、第12条第１項、第13条第１項、第13条の２第１項及び第15条

第１項に規定する各課等、岩手県議会事務局組織規程（昭和44年岩手県議会訓令第３号）

第２条に規定する各課、岩手県教育委員会行政組織規則（昭和37年岩手県教育委員会規則

第２号）第15条に規定する各課等、岩手県警察組織規則（昭和49年岩手県公安委員会規則

第２号）第２条、第９条、第14条、第19条及び第26条に規定する各課等、監査委員事務局

組織に関する規程（平成７年岩手県監査委員訓令第１号）第２条に規定する各課、岩手県

人事委員会事務局組織に関する規則（昭和40年岩手県人事委員会規則第19号）第２条に規

定する職員課並びに岩手県労働委員会事務局組織に関する規則（昭和39年岩手県規則第23

号）第２条に規定する審査調整課をいう。 

 (２) ［略］  (２) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則の一部改正） 

５ 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則（昭和61年岩手県規則第23号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条－第４条関係） 別表第１（第２条－第４条関係） 

 組 織 職 等   組 織 職 等  

 知事の 本庁  ［略］     知事の 本庁  ［略］    

 事務部  総務部  ［略］    事務部  総務部  ［略］   

 局       局  復興防災部 復興危機管理室 管理課長  

   ふるさと振興部  ［略］      ふるさと振興部  ［略］   

    ［略］        ［略］    

   県土整備部  ［略］      県土整備部  ［略］   

   復興局 復興推進課 総括課長         

   ＩＬＣ推進局  ［略］      ＩＬＣ推進局  ［略］   

    ［略］        ［略］    

  出先機関 広域振興

局 

盛岡広域

振興局 

 ［略］     出先機関 広域振興

局 

盛岡広域

振興局 

 ［略］   

   土木部  ［略］     土木部  ［略］  



      ダム管理事務所  ［略］        ダム管理事務所  ［略］  

      ダム建設事務所 次長           

      土木センター  ［略］        土木センター  ［略］  

      ［略］         ［略］   

     ［略］        ［略］   

   総務部に 岩手県東京事務所  ［略］     総務部に 岩手県東京事務所  ［略］  

   属する出 岩手県消防学校 副校長     属する出    

   先機関       先機関    

          復興防災 東日本大震災津波伝承館 総務課長  

          部に属す 岩手県消防学校 副校長  

          る出先機    

          関    

   ふるさと  ［略］      ふるさと  ［略］   

   振興部に       振興部に    

   属する出       属する出    

   先機関       先機関    

    ［略］        ［略］    

   県土整備  ［略］      県土整備  ［略］   

   部に属す       部に属す    

   る出先機       る出先機    

   関       関    

   復興局に 東日本大震災津波伝承館 総務課長         

   属する出           

   先機関           

  ［略］       ［略］     

 教育委員会の事務部局  ［略］    教育委員会の事務部局  ［略］   

  岩手県立図書館  ［略］    岩手県立図書館  ［略］  

       岩手県立野外活動センター 次長  

  ［略］      ［略］    

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

 組 織 職 等   組 織 職 等  

 知事の  ［略］      知事の  ［略］     

 事務部 出先機関 広域振興

局 

盛岡広域

振興局 

経営企画部  ［略］   事務部 出先機関 広域振興

局 

盛岡広域

振興局 

経営企画部  ［略］  

 局   支出入札課長   局   経理課長  

      ［略］         ［略］   

    県南広域

振興局 

総務部  ［略］      県南広域

振興局 

総務部  ［略］  

     支出入札課長       経理課長  

      総務センター 支出入札課長        総務センター 経理課長  

        ［略］          ［略］  

      ［略］         ［略］   

    沿岸広域

振興局 

経営企画部 支出入札課長      沿岸広域

振興局 

経営企画部 総務課長  

      ［略］  ［略］        ［略］  ［略］  

      ［略］         ［略］   

    県北広域

振興局 

経営企画部 支出入札課長      県北広域

振興局 

経営企画部 総務課長  

      ［略］  ［略］        ［略］  ［略］  

      ［略］         ［略］   

    ［略］        ［略］    

  ［略］       ［略］     

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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